
入院基本料に関する事項

「地域包括ケア病棟入院料1」（看護職員配置加算・看護補助者配置加算）

当病棟では、1日に15人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次の通りです。

・朝8：30～夕方17：00まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。

・夕方17：00～朝8：30まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は16人以内です。

「回復期リハビリテーション病棟入院料1」

当病棟では、1日に14人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と1日に6人以上の看護補助者が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次の通りです。

・朝8：30～夕方17：00まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内、看護補助者1人当たりの受け持ち数は29人以内です。

・夕方17：00～朝8：30まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は29人以内、看護補助者1人当たりの受け持ち数は29人以内です。

「療養病棟入院基本料1」（在宅復帰機能強化加算・夜間看護加算）

当病棟では、1日に7人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と1日に7人以上の看護補助者が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次の通りです。

・朝8：30～夕方17：00まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内、看護補助者1人当たりの受け持ち数は9人以内です。

・夕方17：00～朝8：30まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は21人以内、看護補助者1人当たりの受け持ち数は41人以内です。

「緩和ケア病棟入院料1」

当病棟では、1日に6人以上の看護師が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次の通りです。

・朝8：30～夕方17：00まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。

・夕方17：00～朝8：30まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の

算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。



機能強化加算

当院は、「かかりつけ医」として必要に応じて次のような取り組みを行っています。

・健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。

・介護・保険・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。

・夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。

・受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。

医療情報取得加算

2024 年 12 月 1 日より、国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり医療情報取得加算を 算定します

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計

を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

※     厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページでかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関

が検索できます。

当院では、診療情報を取得する体制として、オンライン資格確認システムを利用し、診療情報を取得・ 活用することにより、質の高い医療の提

供に努めています。

区分 点数

初診

1点

再診
（3ヶ月に1回）



医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算

1  オンライン請求を行っております。

2  オンライン資格確認を行う体制を有しております。

4  電子処方箋を発行する体制を確立しております。

5  電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。

6  マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行ってます。

診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に務めています。

後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算

当院では後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を推奨しております。

当院の院外処方箋の表記には、原則として一般名処方を採用しております。

一般名処方には以下のようなメリットがあります。

①     患者さんのご希望により先発医薬品、後発医薬品の調剤を受けることができます（詳しくはかかりつけの保険薬局にご相談ください）。

3  電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。また、居宅同意取得型のオンライン資格

確認等システムの活用により、医師が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制についても有しております。

7  医療DX推進も体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を獲得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険

医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。



③     先発医薬品と後発医薬品の価格差がある場合に、自己負担額を考慮して医薬品を決めることができます。

※     2024年10月1日より、後発医薬品がある先発医薬品（長期収載品）の処方を希望される場合、新たな自己負担が発生します。

　対象：後発医薬品がある先発医薬品（長期収載品）

 追加負担額：先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当

注意事項：

・この追加負担は通常の医療保険の自己負担とは別に発生します

・処方医が医療上の必要性があると認める場合は、追加負担は発生しません

・入院患者は対象外です

バイオ後発品使用体制加算

・当院では、厚生労働省のバイオ後発品の使用促進の方針に沿って、バイオ後発品の使用を推奨しております。

ご不明な点は、医師または薬剤師にお尋ねください。

在宅医療情報連携加算について

主な連携機関

・近江八幡市立総合医療センター

②     特定の医薬品が入手できない場合に、保険薬局に在庫のある同一成分の医薬品（先発医薬品がない場合は後発医薬品、後発医薬品がない場

合は先発医薬品）に切り替えて調剤を受けることができます。

尚、患者様の許可無く情報を共有する事はございません。

事業所間で患者様の診療情報をICTツールを用いて常に連携することで、情報共有が円滑となり、今まで以上に患者様に寄り添った医療を提供

することが出来ると考えております。

当院では従来の電話やFAXに追加して、ICTツール【びわ湖あさがおネット】を使用して、事業所間で情報共有しております。

入院中の患者さんのお薬につきましては、原則として後発医薬品に変更させていただきますが、製造上の不具合、物流上の問題等により医薬品

の供給が不安定となった場合、やむを得ず先発品または同一効果の他医薬品に変更させていただく場合がございます。医薬品に変更がある場合

は担当薬剤師より説明させていただきます。

・バイオ後発品は、様々な試験（品質・薬理・毒性・臨床試験など）の結果、先発バイオ医薬品と品質・効果・安全性が「同等」であることが

承認された医薬品です。



・東近江総合医療センター

・弓削メディカルクリニック

・フジイ薬局

・ひまわり薬局　近江八幡店

・滋賀医科大学医学部附属病院


